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と
な
り
の
弁
護
士 

弁護士法人 

パートナーズ法律事務所長  

弁護士 原 和良 

 

最
近
ひ
さ
し
ぶ
り
に
朝
の
情
報
番
組
を
見
て
い
た
ら
、

「
コ
ロ
ナ
で
外
出
機
会
が
減
っ
て
い
る
け
ど
、
『
女
子

力
』
下
が
っ
た
と
思
う
？
」
と
男
性
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー
が
女

子
大
生
に
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
し
て
い
ま
し
た
。
こ
こ
で
い

う
「
女
子
力
」
と
は
、
身
な
り
を
綺
麗
に
し
て
お
く
維
持

力
と
か
向
上
心
と
か
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
。
い
ま
だ
に

そ
う
い
う
文
脈
で
「
女
子
力
」
っ
て
言
う
ん
だ
、
し
か
も

ア
ナ
ウ
ン
サ
ー
が
、
と
い
う
こ
と
に
少
し
驚
き
ま
し
た
。 

 

と
こ
ろ
で
、
褒
め
る
つ
も
り
な
の
か
、
た
ま
に
「
女
の

子
な
ん
だ
ね
！
」
な
ど
と
言
わ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す

が
、
こ
れ
に
も
モ
ヤ
モ
ヤ
し
て
し
ま
い
ま
す
。
た
ぶ
ん

「
か
わ
い
い
と
こ
ろ
も
あ
る
ん
だ
ね
」
と
い
っ
た
意
味
な

の
で
し
ょ
う
が
、
そ
の
こ
と
を
わ
ざ
わ
ざ
「
女
の
子
」
と

表
現
す
る
ん
だ
…
…
と
少
し
引
い
て
し
ま
い
ま
す
。 

 

身
な
り
を
綺
麗
に
し
て
お
く
こ
と
、
か
わ
い
い
と
こ
ろ

も
あ
る
こ
と
。
そ
れ
っ
て
そ
の
ま
ま
そ
う
言
え
な
い
の
か

な
、
と
考
え
ま
す
。
当
然
で
す
が
、
身
な
り
を
綺
麗
に
し

て
い
る
男
性
も
い
る
し
、
か
わ
い
い
男
性
も
い
ま
す
。
そ

の
逆
の
女
性
も
い
ま
す
。
べ
つ
に
ど
っ
ち
が
ど
っ
ち
だ
っ

て
い
い
と
思
い
ま
す
。 

 

「
か
な
り
の
確
信
を
持
っ
て
思
う
ん
だ
け
ど
、
世
の
中

で
何
が
い
ち
ば
ん
人
を
深
く
損
な
う
か
と
い
う
と
、
そ
れ

は
見
当
違
い
な
褒
め
方
を
さ
れ
る
こ
と
だ
。
そ
う
い
う
褒

め
方
を
さ
れ
て
駄
目
に
な
っ
て
い
っ
た
人
を
た
く
さ
ん
見

て
き
た
。
人
間
っ
て
他
人
に
褒
め
ら
れ
る
と
、
そ
れ
に
こ

た
え
よ
う
と
し
て
無
理
を
す
る
も
の
だ
か
ら
、
そ
こ
で
本

来
の
自
分
を
見
失
っ
て
し
ま
う
ケ
ー
ス
が
少
な
く
な
い
」 

 

村
上
春
樹
の
エ
ッ
セ
イ
集
『
村
上
ラ
ヂ
オ
』
収
録
の
一

節
で
す
。
気
軽
に
言
っ
た
「
女
ら
し
い
」
と
い
う
褒
め
言

葉
が
、
相
手
に
と
っ
て
は
呪
縛
に
な
る
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。
「
女
性
（
男
性
）
だ
か
ら
こ
う
し
な
く
て
は
な
ら
な

い
」
と
い
う
性
別
の
役
割
分
担
強
化
に
も
つ
な
が
る
と
思

い
ま
す
。
私
自
身
だ
れ
か
を
褒
め
る
と
き
は
、
む
や
み
に

性
別
や
属
性
に
つ
な
げ
る
の
で
は
な
く
、
個
別
の
特
徴
を

褒
め
て
あ
げ
ら
れ
た
ら
い
い
な
と
心
が
け
て
い
ま
す
。 

釜
澤 

菜
穂 

コ
ロ
ナ
第
三
波
に
思
う 
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１ 

東
京
の
新
型
コ
ロ
ナ
の
感
染
者
数
が
、
東
京
で
は
今

日
（
11
月
19
日
）
、
５
０
０
名
を
超
え
て
過
去
最
高

を
更
新
し
た
。
政
府
も
東
京
都
も
、
抜
本
的
コ
ロ
ナ
対

策
を
打
ち
出
し
て
い
な
い
た
め
、
こ
の
数
字
は
日
増
し

に
増
え
続
け
る
で
あ
ろ
う
。
ゆ
で
ガ
エ
ル
と
い
う
言
葉

が
あ
る
が
、
今
日
本
は
、
い
ろ
い
ろ
な
意
味
で
ゆ
で
ガ

エ
ル
の
状
態
に
あ
る
と
い
つ
も
思
う
。 

 

２ 

人
は
、
長
年
の
習
慣
を
そ
う
簡
単
に
は
変
え
ら
れ
な

い
。
コ
ロ
ナ
感
染
は
、
自
分
や
家
族
等
自
分
の
身
近
な

人
が
感
染
し
て
苦
し
ま
な
い
限
り
、
「
自
分
に
は
関
係

な
い
世
界
の
出
来
事
」
と
や
り
過
ご
し
て
し
ま
う
。 

 
 

私
の
身
近
で
は
幸
い
感
染
者
は
出
て
い
な
い
が
、
依

頼
者
の
中
に
は
ほ
ぼ
無
症
状
で
新
型
コ
ロ
ナ
陽
性
と
な

り
、
ホ
テ
ル
で
２
週
間
隔
離
さ
れ
た
人
が
い
る
。
ま

だ
、
40
歳
台
の
健
康
な
専
業
主
婦
で
、
感
染
経
路
は

全
く
不
明
だ
と
い
う
。
無
事
陰
性
に
戻
っ
た
が
、
手
の

震
え
な
ど
の
後
遺
症
に
復
帰
後
も
何
カ
月
も
悩
ま
さ
れ

て
い
る
と
い
う
。
そ
の
意
味
で
、
高
齢
者
で
は
な
い
か

ら
、
若
い
か
ら
感
染
し
て
も
大
丈
夫
と
い
う
の
は
危
険

だ
。
こ
の
よ
う
な
後
遺
症
に
悩
む
感
染
者
の
追
跡
調
査

は
私
の
知
る
限
り
、
な
さ
れ
て
い
な
い
。
重
症
者
の

数
、
医
療
機
関
の
受
け
入
れ
態
勢
が
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
さ

れ
て
い
れ
ば
何
の
問
題
も
な
い
と
い
う
の
は
実
態
を
見

て
い
な
い
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。 

 

３ 

確
か
に
、
冷
え
切
っ
た
経
済
の
テ
コ
入
れ
は
必
要
で

あ
る
。
Ｇ
ｏ 

Ｔ
ｏ 

キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
で
観
光
業
や
飲

食
業
の
救
済
政
策
に
つ
い
て
、
そ
れ
自
体
は
否
定
し
な

い
。
し
か
し
、
旅
行
や
外
食
に
行
く
余
裕
す
ら
な
い
低

所
得
層
へ
の
配
慮
は
ほ
と
ん
ど
手
当
て
が
な
さ
れ
て
い

な
い
。
こ
の
数
か
月
自
殺
者
が
増
え
、
そ
の
多
く
は
非

正
規
雇
用
の
女
性
労
働
者
で
は
な
い
か
、
と
言
わ
れ
て

い
る
。 

 

４ 

ド
イ
ツ
の
哲
学
者
ニ
ー
チ
ェ
は
、
「
事
実
と
い
う
も

の
は
存
在
し
な
い
。
存
在
す
る
の
は
解
釈
だ
け
で
あ

る
。
」
と
言
っ
た
。
人
は
、
客
観
的
な
事
実
を
突
き
つ

け
ら
れ
て
も
、
そ
の
事
実
を
そ
の
ま
ま
受
け
入
れ
る
こ

と
は
で
き
な
い
。
自
分
の
立
場
や
価
値
観
、
利
害
関
係

か
ら
違
う
解
釈
を
す
る
。
そ
し
て
、
そ
の
解
釈
態
度

は
、
や
が
て
無
意
識
の
習
慣
と
な
り
解
釈
し
た
も
の
が

事
実
と
勘
違
い
を
し
て
し
ま
う
。
人
間
に
は
、
自
己
防

衛
本
能
が
あ
る
た
め
、
事
実
は
違
う
の
で
は
な
い
か
、

あ
な
た
の
考
え
は
間
違
っ
て
い
る
、
と
言
わ
れ
る
と
自

己
防
衛
反
応
が
働
き
、
自
分
の
解
釈
を
事
実
に
反
し
て

守
ろ
う
と
し
て
し
ま
う
。 

 
 

和
を
重
ん
じ
る
と
い
う
日
本
人
の
精
神
構
造
は
一
つ

の
美
徳
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
は
時
の
多
数
派
に
身
を
委

ね
て
し
ま
い
、
そ
こ
か
ら
物
事
を
批
判
的
に
と
ら
え
る

こ
と
を
思
考
停
止
し
て
し
ま
う
、
少
数
者
と
し
て
不
利

益
を
被
る
よ
り
も
多
数
派
に
常
に
追
随
し
て
よ
し
と
す

る
、
こ
の
習
慣
は
な
か
な
か
変
え
ら
れ
な
い
壁
で
あ

る
。 

「
女
子
力
」
と
い
う
言
葉 

編 

集 

後 
記 
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１．10月30日に発表された「過労死等防止対策白

書」によれば、過重労働にかかわる労災請求は2019

年度全体で脳・心臓疾患が930件、統計を公表し始

めた2000年度以来、２番目の多さ。精神障害は

2060件と過去最多だった。警察庁の統計では仕事上

の問題を原因とする自殺は07年度以降ほぼ毎年2000

人を超えている。 

 

２．なかでもライフラインにとって必要不可欠な仕

事に従事しているエッセンシャルワーカーが異常な

働き方を強いられている。白書によると、コロナ感

染が急拡大した３～５月、「過労死ライン」とされ

る週80時間以上就業した人は運輸・郵便業と医療・

福祉であわせて前年同期よりも２万人増えている。 

 

３．働き方関連法は、残業に初めて罰則付きの上限

を設けたが、その上限は「月100時間未満」「２～

６ヵ月平均で月80時間」と過労死水準を容認してい

る。終業と翌日の始業との間に一定の休息時間を確

保する勤務間インターバル規制は、努力目標にとど

まっている。コロナ禍の「第３波」が到来している

中で、これ以上エッセンシャルワーカーの長時間労

働が慢性化あるいは悪化することは、国民のライフ

ラインの切断につながりかねない。 

 

過労死白書とエッセンシャルワーカーの長時間労働  

723,; 

労使トラブル110番 

失敗しない就業規則の作成・改定のポイント 

新シリーズ 会社を強くする『経営の切り口』 

司法書士の業務つれづれ帳 

JAZZでほっと一息 

となりの弁護士  ほか 

連 載 

箱根の紅葉 



 

 

 10月13日と15日、同一労働同一賃金に関する３つの最高

裁判決がありました。 

 

【手当・休暇に関する考え方】 
 すでに2018年６月に出されている最高裁判決（ハマキョ

ウレックス事件・長澤運輸事件）で、通勤手当・無事故手

当・給食手当・作業手当・皆勤手当・精勤手当などが不合

理とされています。２年前も、今回も、およそ次の視点で

判断されています。 

 

（１）４つの要素から説明がつかないものは「不合理」と

判断 

 ４つの要素とは、①業務内容、②責任、③配置変更範

囲、④その他の事情です。例えば、多少の業務や配置変更

範囲の差があったとしても、通勤手当については正社員も

非正規も通勤します。同じトラックドライバーであれば無

事故が求められるので無事故手当を、毎日出勤する必要が

あるのであれば皆勤手当（あるいは精勤手当）を支給しな

ければ、上記４つの要素で説明がつきません。 

 住宅手当はどうでしょうか？ハマキョウレックス事件で

は、不合理ではないと判断され、メトロコマース事件・日

本郵便事件においては不合理と判断されました。何が違う

のでしょうか？ハマキョウレックスでは、正社員は全国転

勤があり、住居を転々とする必要性があるため、住宅に要

する費用を補助する趣旨で支給され、転勤のない非正規雇

用社員に支給しないことは不合理ではないと判断されまし

た。一方、メトロコマース・日本郵便においては正社員に

転居を伴う転勤がないため、相違が説明できず、不合理と

判断されました。 

 

（２）支給趣旨から判断する 

 手当・休暇については支給趣旨が特定されやすいと言え

ます。日本郵便事件における扶養手当（正規であれ非正規

であれ扶養する家族が居れば趣旨が妥当）、年末年始手当

（同じ年末年始に勤務している）、夏季冬季休暇（夏と冬

に休むのは国民的慣習）、病気休暇（ある程度長期雇用者

は病気の治療に専念させ、継続雇用を確保する）など、業

務内容や責任、配置変更範囲の相違から待遇差を説明でき

ないので、不合理とされました。 

 

【賞与・退職金（基本給）に関する考え方】 
 一方、賞与と退職金について、最高裁は「不合理ととま

では評価できない」と判断しました。二審の高裁判決は一

定額を支払うべきだとしていたので原告側の逆転敗訴の判

決です。 

 賞与についても前記の4つの要素から判断するわけです

が、何が違うのでしょうか。大阪医科薬科大学事件は、

「ある時点」において一見、業務内容が同じであったとし

ても、職務の難易度や責任の程度、人材育成の観点からの

人事異動状況が異なれば、４要素が異なることになるの

で、「不合理とは言えない」と認定したわけです。具体的

には、 

① 職務についてアルバイトは「相当に容易」である一

方、正社員は英文学術誌の編集や病理解剖遺族対応、劇

物管理など独自の業務があること 

② 正社員は人事異動によって教室事務から病院業務担当

になることもあり得る一方、アルバイトは原則として配

置転換されることはないこと 

③ 教室事務の過半が簡易作業のため、正社員からアルバ

イトに置き換えてきた経緯、アルバイト職から正社員へ

の登用制度が設けられていること 

 

 退職金についてメトロコマース事件は、「職務遂行能力

や責任の程度等を踏まえた労務の対価の後払いや継続的な

勤務等に対する功労報償等の複合的な性質を有するもの」

としたうえで、次の具体的違いを指摘しています。 

① 売店の販売業務という点では同じだが、休暇や欠勤で

不在の補充という「代替業務」、エリアマネージャー業

務は正社員のみであること 

② 正社員は配置転換があるが、契約社員は勤務場所の変

更はあるものの業務内容が変わることはないこと 

③ 地域限定社員、正社員への登用制度があること 

 

【林景一裁判官の補足意見】 
 しかし、非正規雇用なら賞与・退職金は出さなくてよい

と単純にとらえてはいけません。林裁判官は補足意見の中

で、「長期雇用を想定して採用されており、職務内容等が

実質的に異ならない場合」には、退職金不支給が不合理と

なる場合はあり得るとしていることに注意して下さい。 

 

【待遇格差訴訟の最高裁判決】 

 
〇＝不合理（支給すべき）、×＝不合理ではない（支給

しなくてもよい） 

事件 原告 対象 判断 備考 

日本郵

便事件 

（佐賀・

東京・大

阪） 

日本郵

便契約

社員 

扶養手当 〇 正社員と職

務内容に相

応の相違が

あっても、手

当の不支給

や休暇を与

えないことは

不合理 

年末年始

勤務手当 

〇 

夏季冬季

休暇 

〇 

祝日給 〇 

病気休暇 〇 

大阪医

科薬科

大学事

件 

大学の

アルバイ

ト秘書 
ボーナス 

× 正社員と職

務内容に一

定の相違が

あり、不支給

は不合理で

はない 
メトロコ

マース事

件 

駅売店

の契約

社員 

退職金 

× 

723,&6 

同一労働同一賃金問題をめぐる５事件最高裁判決 
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年金相談の現場から 

特定社会保険労務士 鎌田 勝典 

障害厚生年金受給者

が加給年金をもらえる

場合 

【障害厚生年金の加給年金額支給の要件】 
 １・２級の障害厚生年金を受給できる方が「生計を維

持している65歳未満の配偶者がいれば加給年金額が加算

される」とされています。この「生計維持」の基準は、

実態として主たる家計支持持者がどちらにあるかではな

く、「受給権者と生計を同じくし、年収850万円以上の収

入が得られないと認められること」です。「年収850万円

以上得られないと認められるとき」というのも、一時的

に年収850万円以上であっても、およそ５年以内に850万

円未満となることが確実である場合も対象となります。

例えば、５年以内に退職が確実で850万円未満となる場合

なども対象となるということです。 

 加給年金額は、年額で224,900円（令和２年度価格）で

す。加給年金額は、受給権発生後に婚姻した場合も対象

となります（平成23年４月から法改正されてそういう扱

いとなりました）。なお、障害等級３級の障害厚生年金

を受給する方は加給年金の対象となりません。また、老

齢厚生年金にも、20年以上厚生年金に加入している方

が、受給権を取得した場合、加給年金が支給されます。 

 

【子の加算は？】 
 では子の加算はないのでしょうか。これは障害基礎年

金に加算されます。「子」とは、18歳到達年度の末日ま

でにある子のことです（20歳未満の障害等級１・２級の

障害状態にある子も対象）。この加算額は、１人目・２

人目が224,900円、３人目以降は各75,000円です。 

 この度、障害厚生年金と障害基礎年金２級の認定を受けました。

年金機構から、配偶者がいる場合、要件を満たせば加給年金が支給

されますとお知らせがありました。実態は配偶者に生計を維持され

ているわけですが、それでももらえるのでしょうか？  

4XHVWLRQ /////////////////////////////////////////// 

$QVZHU //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

＜障害統計が発表されました＞ 

 ９月10日、日本年金機構は2019年度の障害年金に関す

る決定件数をはじめて公表しました。新規・再認定での

支給・不支給と等級、診断書種別、都道府県ごとの内訳

などの数字です。 

 全体として、１年間に新規で裁定を受けたのは新規

115,400件、再認定は270,708件で、そのうち障害種別ご

とでは、精神障害・知的障害の件数（新規64,363件、再

認定198,800件）が最も受給者が多いことがわかりまし

た。今回最も明らかになったのは、障害種別によって認

定件数の違いが生じていることです。精神障害・知的障

害、眼、聴覚、肢体障害、腎疾患・肝疾患・糖尿病が8割

台の認定率である一方、呼吸器51.7％、循環器37.9％、血

液・造血器・その他53.0％などいわゆる内部障害の支給割

合が低くなっていることです。今後の課題とも言えそう

です。  

 



 

 

オフィス・サポートNEWS 

JAZZでほっと一息                     アドバンスト・ソフト 小柳 忠章 

 The Nearness of You あなたのそばに 

 1938年にホーギー・カーマイケルが作曲し、ネッド・ワシン

トンが作詞したポピュラー音楽です。発表されたのは1939年、

グレン・ミラー楽団とヴォーカルのレイ・エバールでレコード

化されました。ダンス音楽だったようで、レコードには曲名の

横にFox-trotと書かれています。レイ・エバールの甘い男声を

Youtubeで聴くことができます。最近の録音ですとノラ・ジョー

ンズがスロー・バラードで女性ならではの感性でしっとりと歌

い上げています。同じノラ・ジョーンズがボサノバで歌ってい

るバージョンもあります。こちらはちょっと可愛らしい感じで

す。 

 

  それは私を興奮させる淡い月の光でなく 

  わくわくして、喜ばせる 

  ああ、ただあなたのそばにいるってこと 

 

  甘い言葉はいらない 

  この感動をもたらす 

  ああ、ただあなたのそばにいるってこと 

 

  私の腕で君を抱き 

  君を近くで感じるとき 

  私の究極の願いが叶う 

 

  私を魅了する柔らかな光はいらない 

  君を強く抱きしめていられるならば 

  夜には君を近くに感じていられるならば 

 非常に歌いやすい曲ですので、数え上げきれないほどの

ミュージシャンが演奏しています。演奏スタイルも様々でテン

ポも色々です。伊東ゆかりが1964年に歌ったものもあります。

変わったものではエラ・フィッツジェラルドとルイ・アームス

トロングが共演しているものがあります。1956年の「 Ella and 

Louis 」というレコードです。全11曲の2枚ものでしたが、リマ

スター版のCDが出ていますね。CDは1枚で済んでいます。ピア

ノ：オスカー・ピーターソン、ギター：ハーブ・エリス、ベー

ス：レイ・ブラウン、ドラム：バディ・リッチという豪華版で

す。 

 新型コロナウィルスの影響で密はダメと言ったって恋人たち

は関係ない。近くにいるだけで良いなんて、若いということで

すね。年を取ると男性は「うっとうしい。近くに来ないで。つ

いてこないで」なんて奥様から言われるらしいですよ。リタイ

アすると出かけるところもなくなるから、奥様の外出に合わ

せ、つい「わしも」などと言ってしまう。 

 コロナ禍で働き方は変わった。業界や業種によって極端な衰

退があったりして、変化する時代の大きな節目を迎えている感

じがする。忘年会シーズンを迎えて、人々はどのような行動を

とるのだろうか、本来、人はひとりでは生きられない。孤独が

好きなどというのは理由があってのこと。人は集い、協力しな

がら生きるもの。リモートワークでパソコンの画面を見ながら

会議をするのもいい加減飽きてきた。宇宙ステーションにいる

宇宙飛行士ではないのだから、たまに会ってみると会話が弾

む。近くにいるということで感情の伝わり方がまるで違う。今

夜はホットワインを飲みながらNearness of Youを聴こう。 

司法書士の業務つれづれ帳 第54回 
司法書士事務所リーガルオフィス白金 

代表司法書士 飯田 茂幸 

空き家問題とその対策     

 神戸市が、来年度から利活用の見込みがない全ての空き家に

ついて、固定資産税の税制優遇を順次廃止する方針を固めた。 

 固定資産税は住宅用地について特例がある。住宅やアパート

など、人が居住するための家屋の敷地として利用されている土

地（住宅用地）については、固定資産税が軽減される。例え

ば、住宅やアパート等の敷地で200平方メートル以下の部分は、

固定資産税は「価格×１/６」、都市計画税は「価格×１/３」

となっている。 

 平成27年に施行された「空き家対策特別措置法」で、倒壊の

危険性があったり、衛生上問題あったり、景観を損う空き家は

「特定空き家」として住宅用地の特例の停止が認められるよう

になった。これに加えて、神戸市は、来年度以降、居住や利活

用の見込みがない全ての空き家の敷地について税制優遇を廃止

する方針を固めた。これによって所有者は、面積によるが、従

来の３・５倍程度の固定資産税の支払いを求められることにな

るという。 

 総務省の調査では、全国の空き家は848万９千戸。住宅総数に

占める割合は13.6％に上るという。空き家には、不法侵入、盗

難、放火などのリスクがあるが、空き家が放置される背景に、

固定資産税の住宅用地の特例がある。空き家を解体してしまう

と特例が受けられなくなるから空き家のまま放置しているとい

う話も聞く。また、相続トラブルも空き家問題の背景にある。 

 Aさんは、遠方にある土地Xを管理している。土地Xの名義は

(亡)曾祖父。土地XにはAさんの親族が住んでいた建物があった

が、親族は亡くなり、空き家になっている。Aさんは管理の負担

を次世代に残さないように、土地Xを売却することにした。 

 しかし、(亡)曾祖父の相続人を調べると、Aさんの伯母(亡)Nさ

んの夫(亡)Kさんが相続人の一人となることがわかった。そして

(亡)Kさんに相続人がいないこともわかった。 

 (亡)Kさんは晩年独り暮らしだったが、Aさんの弟Bさんが生活

を支援していた。(亡)Kさんに相続人がいなかったことから、B

さんは家庭裁判所で相続財産管理人の選任手続きをして、(亡)K

さんの特別縁故者として遺産の一部を相続した。しかし、この

手続きでは土地Xは遺産として認識されていなく、遺産から漏れ

たまま手続きは終了してしまった。 

 この相続の続きは次回以降のコラムで紹介するが、近年、複

雑な相続案件が増えている。これまでもここで書いてきたが、

「争族」に限らず、相続人が誰もいない、相続人が外国人、相

続人が行方不明など、トラブルも多様化している。結果とし

て、不動産の利活用が進まず、これが社会問題化している。 

 神戸市の取り組みは大きなインパクトがあり、相続トラブル

の減少と不動産の活用が進むことが見込まれる。この取り組み

が全国に広がることを期待する。 

URL:http://shirokane-legal.com/ 
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育児介護休業法の改正事項への対応 

 育児介護休業法（並びに男女雇用機会均等法）は度重

なる改正が行われてきました。平成21年改正、平成29年

１月改正、同10月改正、令和３年１月改正などです。多

くの会社の育児介護休業規程は作成されてから数年経過

しているのが多いと思いますので、これらの法改正に対

応していないようです。改正事項をまとめてみます。 

 

１ 最大「子が２歳」になるまで取得できる育児休

業（平成29年１月、10月施行） 
 育児休業は原則子が１歳になるまで取得（但し、「パ

パ・ママ育休プラス」制度により子が１歳２ヵ月になる

まで可能）できる制度です。また、保育園に入所できな

い等の事情がある場合には子が１歳６ヵ月になるまで取

得できました 

 これが、平成29年10月１日以降は、同じく保育園に入

所できない等の事情等の場合、子が２歳に達するまで再

延長して取得できるようになりました。なお、育児休業

の対象となる「子の範囲」が「特別養子縁組の監護期間

中の子」や「養子縁組里親に委託されている子」も含め

ることになりました。 

 

２ 介護休業の期間と対象（平成29年１月施行） 
① 介護休業の対象家族の定義として、同居・扶養の要

件が廃止 

  「同居・扶養の有無に関わらず、配偶者・父母・

子・配偶者の父母・祖父母・兄弟姉妹・孫」であれ

ば対象となります。 

② 介護休業の期間（回数）は「対象家族１人につき、

３回を上限として、通算93日まで分割取得」が可能 

③ 有期契約労働者の取得要件の緩和 

   新しい要件として、①引き続き雇用された期間が

１年以上ある、②93日経過日から６ヵ月を経過する

までの間に労働契約が満了することが明らかでない

者、は取得できることとなりました。 

 

３ 子の看護休暇・介護休暇を時間単位で取得でき

る（令和３年１月施行） 
 １年に５日（複数対象の場合年10日）取得できる「子

の看護休暇」と「介護休暇」ですが、平成29年１月から

半日単位でも取得できるようになりました。さらに、令

和３年１月以降は１時間単位で取得できるよう一層緩和

されました。また、従来は１日の所定労働時間が４時間

以下の労働者は取得できませんでしたが、時間単位取得

が可能となることによってすべての労働者が取得できる

ようになります。 

 

４ 介護のための残業免除制度が新設（平成29年１

月施行） 
 要介護状態にある対象家族を介護する労働者が請求し

た場合、所定外労働をさせてはならない（＝残業免除）

という制度が設けられました。これは、その対象家族の

介護が終了するまで利用できる制度です。 

 

５ 介護のための所定労働時間短縮措置は３年間に

２回以上取得可（平成29年１月施行） 
 従来この措置は介護休業と通算して93日間しか取得で

きなかったのですが、介護休業とは別扱いとなり、か

つ、３年の間に２回以上取得できるとなりました。例え

ば、「介護休業→労働時間短縮措置→介護休業」などの

形で利用できるわけです。この措置は、次のいずれかの

措置を選択することになります。 

 ①週又は月の所定労働時間の短縮措置 

 ②フレックスタイム制度 

 ③始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ 

 ④介護サービスを利用する場合の費用を助成する制度 

 

６ その他の措置・努力義務（平成29年１月施行な

ど） 
① 子が生まれる予定の方又は家族介護していることを

知った時、事業主は関連制度を周知する努力義務 

② 育児目的休暇の導入促進…小学校就学の始期に達す

るまでの子を養育する労働者に、育児に関する目的

で利用できる休暇制度を設けるよう努力する義務。

（例）配偶者出産休暇、入園式・卒園式などの行事

参加など多目的休暇のこと 

③ 妊娠・出産・育児休業・介護休業等を理由とする、

上司・同僚などによる就業環境を害する行為を防止

するため、雇用管理上必要な措置をとる義務（指針

で詳細を規定） 

オフィス・サポートNEWS 

労使トラブル110番 労働相談メール roudou@officesup.com  

 介護事業を営む社会福祉法人です。この度、東京都労働局より「パートタイム・有期雇用労働

法及び育児・介護休業法に基づく報告の徴収」を求められ、送られてきたアンケートを提出した

ところ、育児介護休業規程に関する「是正・改善報告書」の提出を命じられました。育児介護休

業法はどのような改正が行われてきたのでしょうか？ 
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4XHVWLRQ

$QVZHU /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  



 

 

 新型コロナウイルスの感染件数が再び増加傾向に

ある中で、休業手当が問題になるケースが今後も発

生するかもしれません。そこで、今回は休業手当に

ついてみていくことにしましょう。 

 

１．休業手当の支払が必要な場合は 
 労基法26条は、会社（使用者）の責に帰すべき事

由による休業の場合に、会社に対して、平均賃金の

60％以上の手当を支払うことを義務付けるもので

す。ここでいう「使用者の責に帰すべき事由」に

は、労働者の私的な都合による欠勤は当然含まれま

せんが、経営者として不可抗力を主張できないすべ

ての場合が含まれるとされています１）。したがっ

て、必ずしも会社に落ち度がない場合でも、「使用

者の責に帰すべき事由による休業」とされる場合が

あります。新型コロナに関連する例を挙げると、

「発熱などの症状があることのみをもって一律に労

働者に休んでいただく措置をとる場合のように、使

用者の自主的な判断で休業させる場合は、…休業手

当を支払う必要があ」るとされています２）。 

 

２．民法536条２項との関係 
 ところで、民法にも労基法26条と似た規定があり

ます。それは民法536条２項で、「債権者（筆者

注：本稿の文脈では「会社」）の責めに帰すべき事

由によって債務を履行することができなくなったと

きは、債権者は、反対給付の履行（筆者注：賃金の

支払）を拒むことができない」というものです。で

は、これと労基法26条とは違いがあるのでしょう

か。 

そこで、民法の「債権者の責に帰すべき事由」が

どのように解釈されているのかというと、「故意、

過失または信義則上これと同視すべき事由をいうも

の」３）とされています。 

これを労基法26条と比べると、会社に「落ち度

（過失）」がなくても適用される場合がある労基法

の方がカバーする範囲広いということになります。

つまり、労基法は、労働者の最低生活保障の観点か

ら、より幅広いケースで平均賃金の60％の支払い

を、罰則や付加金の制度を設けて強制しているとい

うことになります。 

これに対して、民法536条２項の規定は「反対給

付」つまり賃金の全額の支払いを求めることができ

るという意味では労基法よりも有利なのですが、そ

の範囲が限定されているといえます。 

 

３．規定上の留意点 
 休業手当は、労基法上の「賃金」に該当するた

め、就業規則に規定する必要があります。 

 ところで、労基法26条と民法536条２項が上記の

ような性質であることをふまえると、民法536条２

項と労基法26条の両方が適用される場合がありうる

ことになります。また、民法536条２項は特約で排

除することができる任意規定と解されています４）。 

そこで、会社としては、100％の支払が求められ

る民法の規定を排除して規定することも考えられま

す。たとえば、次のような規定です。 

 

 
  

 なお、休業手当の支払が問題になるのは、新型コ

ロナウイルスなどの感染症のほか、年ごとに激甚化

する自然災害に関連する場合が多いです。このよう

な時に休業手当の支払が必要かどうかといった相談

を受けることもありますが、社員の健康や安全に直

結するような局面においては、休業手当の支払が必

要であることに躊躇せず、迅速に休業させる判断が

必要な場合があることにも留意してください。 

 

 

 
 

１）ここでいう「不可抗力」は、「①その原因が事業の外部よ

り発生した事故であること、②事業主が通常の経営者として

最大の注意を尽くしてもなお避けることのできない事故であ

ることの２つの要件を満たすものでなければならない」と、

限定的に理解されている（厚労省「新型コロナウイルスに関

するQ&A（企業の方向け）」４の問１） 

２）前掲Ｑ＆Ａ４の問４ 

３）S62.7.17最二小判「ノース・ウエスト航空事件」 

４）労基局編「平成22年版労働基準法 上」労務行政 

第○条 会社は、会社の責に帰すべき事由によ

り、社員を休業させた場合には、民法第536条

第２項の規定を排除して賃金を支払わず、平均

賃金の60％を休業手当として支払う。 

失敗しない就業規則の作成・改定のポイント○55  

 オフィス・サポートNEWS 

ＭＯＲＩ社会保険労務士・行政書士事務所 

代表 森 慎一 （http://office-mori.biz/） 

第55回：休業手当  
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オフィス・サポートNEWS 

経営コンサルタント  野澤 周永 （株式会社Ｖコンサル） 

http://www.vcon.jp 

第91回：中小企業の建築プロジェクト  

新シリーズ 会社を強くする『経営の切り口』 
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＊ホームページを７月にリニューアルしました！ 

【建築プロジェクトを企画するタイミング】    

 中小企業の事業に関連して、様々な建築プロジェ

クトを企画・推進するケースがあります。よくある

のは、手狭になって、本社を今より広い場所を借り

て移設する、今後の社業の展開を考えて、新本社を

建設する、そして、新事業や事業のエリア拡大のた

めに営業所や新店舗を開設するなどです。場合に

よっては、資産として、土地を保有しているので資

産活用の収益事業としてのマンション建設や貸店舗

建設を行うケースや、環境改善のためのオフィスリ

ニューアルなどのケースもあります。もっといえ

ば、倉庫や置場ヤードが足りないので、借り足して

あるいは土地を購入して管理事務所を作り、新たに

運営を開始するなどの場合もあります。 

 これらはどういったタイミングに発生するかとい

えば、ある意味事業を取り巻く周りの環境は常に変

化していますから、結構頻繁に発生することと言え

ます。あるいはまた、事業承継のタイミングに後継

者の強みを生かして、現在保有する不動産を活用し

つつ、その活用見直しや事業所再編を行いケースな

ども多くみられます。 

 

【「コンストラクション・マネジメント」の活用】 
 こういった場合に、よく直面する問題は、「建築

のコストや機能、デザインの知識がなく、どのよう

にプロジェクトをすすめていいかわからない」と

いったことや、「付き合いのある建設会社や設計会

社に行きがかり上頼むことになるが、力関係から物

が言いにくく、自由にならない」「企画から設計・

施工一貫で頼む予定だが、建設がわからないので、

うまく利益を上乗せされてしまう」など建築事情が

分からないことで要求に見合う建物や内装を実現す

ることが難しいという場合が多くあります。 

 それでいて、中小企業であってもそこにかける建

設投資は大きな金額（億単位など結構ありがち）に

なるにもかかわらず、建築プロジェクトに対する知

識不足から、大きなコストやデザイン・機能性のリ

スクを抱えることになります。 

 そこで、結構使える手法が「コンストラクショ

ン・マネジメント」の活用です。これは、新築に限

らず、リニューアルを含め、建築の専門家（エキス

パート）にセカンドオピニオンとして聞いて、設計

者や施工者への抑止力を行使することです。コンス

トラクションマネジメントというのは、“建築プロ

ジェクトの発注者が要求する「品質・コスト・工

期・事業投資価値」を実現する業務なのです。日本

では以前はなじみがありませんでしたが、2005年以

降、一般社団法人日本コンストラクションマネジメ

ント協会という公的組織ができ、こういったマネジ

メントの分野が確立されています。現在はどちらか

といえば、大型公共建築である市役所庁舎や公共

ホールの建設の際、ゼネコンや大手設計事務所に対

する発注者の代理ポジションとしてのマネジメント

を行うようなケースが全国で見られます。民間では

あまりまだ一部の事情通の企業等で採用しているに

とどまっていますが、もちろん個人による資産活用

の建築プロジェクトについても活用できます。 

 要は、建築は中小企業にとっても資金も大きく投

資し、ミスジャッジをすれば、大きな損失ダメージ

につながりかねない、その割にはリスクヘッジされ

ていないというのが実際です。まずは、「予算内で

デザインに優れ、事業の発展展開につながる建物づ

くり」は経営者の願いでもあります。このような新

しいマネジメントのしくみを活用して、経営を強く

していきたいものです。経営を強くするのは、人、

モノ（建物）、金、情報といった経営資源の強化で

あり、それらがそれぞれパワーアップして初めて実

現しうるのです。人材については悩む経営者は多く

ありますが、意外と建築については無頓着な面があ

ると言えます。よく企画された中小企業の建築プロ

ジェクトで他社に差別化を図っていきたいもので

す。 

＊当社でも、ご相談を承っています。 

 お気軽にご相談下さい。        


